
いまべつ 議会だより

発行/青森県東津軽郡今別町議会　編集/議会広報委員会　☎ 0174-35-2001　FAX 0174-35-2298

【第481回　議会定例会】
　令和５年３月３日～３月８日の６日間
　　町政を問う������������������������ ２
　　議　　案������������������������� ７
【議会の動き】
　令和５年１月～３月の議会の動き��������������� 12
【編集後記】
　議会広報委員会：福士和比古����������������� 12

令和５年４月に移転した今別小学校新校舎（旧青森県立青森北高等学校今別校舎）

令和５年５月11日発行

３月定例会
№215



１�

．
水
道
料
金
の
改
定
に
つ

い
て

①�

何
％
の
値
下
げ
に
な
る
の

か
伺
い
た
い
。

②�

値
下
げ
に
よ
る
収
入
減
は

ど
の
程
度
に
な
る
か
。
ま

た
、
そ
の
対
応
財
源
は
ど

う
す
る
の
か
伺
い
た
い
。

２
．
町
内
除
排
雪
に
つ
い
て

①�

来
年
度
も
今
年
度
同
様
町

内
除
排
雪
は
、
任
用
職
員

と
町
職
員
が
対
応
し
て
行

う
の
か
伺
い
た
い
。

②�

町
道
で
除
排
雪
が
行
わ
れ

て
い
な
い
箇
所
が
あ
り
ま

す
が
、
今
後
の
対
応
は
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の

か
伺
い
た
い
。

令
和
５
年　

第
４
８
１
回　
　
　
　

�

３
月
議
会
定
例
会

　

３
月
定
例
会
で
は
、
４
名
の
議
員
が
登
壇
し
、

直
面
す
る
町
の
重
要
課
題
に
つ
い
て
、
町
執
行
部

の
考
え
を
問
い
ま
し
た
。
そ
の
主
な
内
容
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

一
般
質
問

町 政を
問
う

答
弁
【
産
業
建
設
課
長
】

１
．
水
道
料
金
の
改
定
に
つ

い
て

①
何
％
の
値
下
げ
に
な
る
の

か
伺
い
た
い
。

　

現
在
の
水
道
料
金
に
つ
い

て
は
、
基
本
使
用
料
金
の
２
，

２
８
０
円
を
１
，
７
９
０
円

に
改
定
す
る
こ
と
で
約
22
％

の
値
下
げ
と
な
り
ま
す
。
な

お
、
メ
ー
タ
ー
使
用
料
及
び

超
過
料
金
に
つ
い
て
は
改
定

い
た
し
ま
せ
ん
。

答
弁
【
町
長
】

②
値
下
げ
に
よ
る
収
入
減
は

ど
の
程
度
に
な
る
か
。
ま
た
、

そ
の
対
応
財
源
は
ど
う
す
る

の
か
伺
い
た
い
。

　

減
額
に
伴
い
不
足
す
る
財

源
に
つ
い
て
は
、
一
般
会
計

か
ら
の
繰
入
金
を
財
源
と
い

た
し
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

一
般
会
計
で
は
普
通
交
付
税

高
料
金
対
策
費
等
を
含
め
、

さ
ら
に
私
の
給
料
削
減
分
を

充
当
い
た
し
ま
す
。

再
質
問
【
田
中
議
員
】

　

町
長
公
約
の
下
で
も
水
道

料
金
値
下
げ
が
あ
り
ま
し
た

が
、
ど
の
よ
う
な
思
い
が

あ
っ
て
値
下
げ
に
踏
み
切
っ

た
の
か
。

答
弁
【
町
長
】

　

こ
の
水
道
料
金
の
値
下
げ

は
、
今
回
、
公
約
と
掲
げ
て

お
り
、
現
在
、
町
が
こ
う
い

う
経
済
の
中
で
、
町
民
の
皆

さ
ん
が
非
常
に
苦
し
ん
で
お

り
ま
す
。
料
金
を
何
と
か
値

下
げ
し
た
い
。
で
き
れ
ば
、

も
う
一
度
財
政
の
状
況
を
見

な
が
ら
、
二
・
三
年
後
で
も
、

値
下
げ
し
て
本
来
の
水
道
料

金
に
戻
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

答
弁
【
産
業
建
設
課
長
】

２
．
町
内
除
排
雪
に
つ
い
て

①
来
年
度
も
今
年
度
同
様
町

内
除
排
雪
は
、
任
用
職
員
と

町
職
員
が
対
応
し
て
行
う
の

か
伺
い
た
い
。

　

各
公
共
施
設
及
び
駐
車
場

な
ど
の
除
雪
作
業
に
つ
い
て

は
、
任
用
職
員
を
主
と
し
て

実
施
し
ま
し
た
。

　

町
道
な
ど
の
排
雪
作
業
に

つ
い
て
は
、
地
域
住
民
が
安

全
安
心
に
生
活
す
る
道
路
交

通
の
確
保
が
急
務
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
町
職
員
の
協
力
を

得
て
、
排
雪
作
業
を
実
施
し

ま
し
た
。

　

令
和
５
年
度
に
つ
き
ま
し

て
は
、
職
員
に
負
担
の
か
か

ら
な
い
よ
う
再
度
検
討
し
て

ま
い
り
ま
す
。

再
質
問
【
田
中
議
員
】

　

今
年
度
は
昨
年
に
比
べ
て

雪
は
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

任
用
職
員
と
町
の
職
員
が
対

応
し
ま
し
た
。
職
員
が
除
雪

に
出
て
、
対
応
し
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
業
務
に
支
障
が

出
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
来

年
度
は
、
業
者
に
お
願
い
す

る
と
い
う
捉
え
方
で
よ
ろ
し

い
の
で
し
ょ
う
か
。

答
弁
【
産
業
建
設
課
長
】

　

予
算
、
財
政
的
な
面
も
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、
業
者
委
託

も
一
つ
の
方
法
と
し
て
検
討

し
て
ま
い
り
ま
す
。

田
中　

哲
也�

議
員
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答
弁
【
産
業
建
設
課
長
】

②
町
道
で
除
排
雪
が
行
わ
れ

て
い
な
い
箇
所
が
あ
り
ま
す

が
、
今
後
の
対
応
は
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
伺
い

た
い
。

　

幅
員
が
狭
く
除
雪
委
託
車

両
の
出
入
り
が
困
難
な
路
線

に
つ
い
て
は
、
通
常
の
除
雪

作
業
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

大
雪
や
住
民
か
ら
の
要
望
の

際
に
は
、
小
型
車
両
な
ど
で

排
雪
作
業
を
実
施
し
て
お
り

ま
す
。
今
後
も
、
除
排
雪
未

実
施
路
線
に
つ
い
て
は
、
パ

ト
ロ
ー
ル
や
住
民
と
の
連
携

を
強
化
し
て
対
応
し
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

再
質
問
【
田
中
議
員
】

　

除
雪
に
関
し
て
は
、
要
望

が
な
く
て
も
、
や
は
り
雪
が

多
い
と
き
な
ど
は
除
排
雪
す

る
対
象
に
し
て
ほ
し
い
。

答
弁
【
産
業
建
設
課
長
】

　

道
路
の
パ
ト
ロ
ー
ル
や
職

員
た
ち
の
パ
ト
ロ
ー
ル
を
含

め
て
対
応
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

再
質
問
【
田
中
議
員
】　

　

緊
急
車
両
な
ど
の
妨
げ
に

な
ら
な
い
よ
う
に
、
業
者
に

委
託
す
る
な
ど
来
年
度
は
そ

の
辺
も
含
め
た
上
で
検
討
願

い
た
い
。

答
弁
【
産
業
建
設
課
長
】

　

全
て
含
め
た
上
で
検
討
し

て
ま
い
り
ま
す
。

答
弁
【
町
長
】

１
．
入
札
監
視
委
員
会
に
つ

い
て

①
入
札
監
視
委
員
会
の
委
員

の
選
考
基
準
に
つ
い
て
伺
う
。

　

入
札
監
視
委
員
会
の
委
員

候
補
の
選
任
に
つ
い
て
は
、

特
に
基
準
は
定
め
て
お
り
ま

せ
ん
。

　

今
別
町
入
札
監
視
委
員
会

の
準
備
委
員
会
に
お
い
て
、

法
律
・
経
済
の
専
門
家
で
あ

り
ま
す
弁
護
士
や
公
認
会
計

士
、
税
理
士
や
大
学
の
教
授

等
と
い
っ
た
よ
う
な
様
々
な

分
野
の
学
識
経
験
者
で
、
公

正
・
中
立
の
立
場
に
あ
る
方

を
選
定
し
、
任
命
、
委
嘱
し

た
と
こ
ろ
で
す
。

再
質
問
【
本
間
議
員
】

　

入
札
監
視
委
員
会
が
設
置

さ
れ
て
い
る
ほ
か
の
青
森
市

な
ど
で
は
、
そ
の
議
事
録
等

が
公
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

今
回
選
出
さ
れ
た
委
員
を
基

に
し
て
開
か
れ
た
入
札
監
視

委
員
会
の
議
事
録
等
を
公
開

す
る
取
組
な
ど
は
お
考
え
は

あ
る
で
し
ょ
う
か
。

答
弁
【
総
務
企
画
課
長
】

　

当
町
に
お
い
て
も
議
事
録

等
、
審
査
内
容
に
つ
い
て
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
開
す

る
予
定
で
い
ま
す
。

答
弁
【
町
長
】

②
監
査
委
員
と
の
連
携
は
ど

の
よ
う
に
行
う
の
か
伺
う
。

　

監
査
委
員
は
地
方
公
共
団

体
の
財
務
管
理
や
事
業
の
経

営
管
理
、
そ
の
他
行
政
運
営

に
関
し
て
識
見
を
有
し
、
入

札
や
契
約
に
つ
い
て
あ
る
程

度
の
識
見
を
有
す
る
こ
と
か

ら
、
入
札
監
視
委
員
会
と
の

連
携
は
図
ら
れ
て
ま
い
る
こ

と
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

再
質
問
【
本
間
議
員
】

　

例
え
ば
双
方
の
委
員
会
で

気
に
な
る
点
が
あ
る
場
合
な

ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
同

士
、
連
絡
を
取
り
合
う
と
い

う
よ
う
な
仕
組
み
等
は
こ
れ

か
ら
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

答
弁
【
町
長
】

　

入
札
監
視
委
員
会
の
中
の

実
施
要
項
の
中
に
も
、
町
監

査
委
員
と
連
携
と
い
う
条
文

に
あ
り
ま
す
。

　

入
札
監
視
委
員
会
の
委
員

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
会
議

に
委
員
長
か
ら
出
席
を
求
め

る
こ
と
も
お
そ
ら
く
出
て
ま

い
り
ま
す
。

答
弁
【
総
務
企
画
課
長
】

２
．
津
軽
線
に
つ
い
て

１�

．
入
札
監
視
委
員
会
に
つ

い
て

①�

入
札
監
視
委
員
会
の
委
員

の
選
考
基
準
に
つ
い
て
伺

う
。

②�

監
査
委
員
と
の
連
携
は
ど

の
よ
う
に
行
う
の
か
伺
う
。

２
．
津
軽
線
に
つ
い
て

①�

開
通
の
見
通
し
は
あ
る
の

か
伺
う
。

②�

今
別
町
と
し
て
の
今
後
の

取
組
・
対
応
に
つ
い
て
伺

う
。

本
間　

闘
士�

議
員
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①
開
通
の
見
通
し
は
あ
る
の

か
伺
う
。

　

Ｊ
Ｒ
東
日
本
盛
岡
支
社
か

ら
の
こ
れ
ま
で
の
説
明
で
は
、

津
軽
線
の
開
通
の
見
通
し
は

立
っ
て
い
な
い
と
し
、
復
旧

工
事
に
必
要
と
な
る
工
期
に

つ
い
て
は
、
着
手
可
能
と
な

る
雪
解
け
後
、
少
な
く
と
も

４
か
月
程
度
が
必
要
で
あ
る

と
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

答
弁
【
総
務
企
画
課
長
】

②
今
別
町
と
し
て
の
今
後
の

取
組
・
対
応
に
つ
い
て
伺
う
。

　

町
と
し
て
の
ス
タ
ン
ス
は

変
わ
り
ま
せ
ん
。
早
期
の
復

旧
、
鉄
路
の
維
持
で
す
。

答
弁
【
町
長
】

１
．
町
長
の
公
約
実
現
に
向

け
て
、
令
和
５
年
度
の
主
な

事
業
内
容
に
つ
い
て

①
公
約
実
現
に
向
け
、
ど
の

よ
う
な
取
組
を
考
え
て
い
る

の
か
伺
う
。

　

令
和
５
年
度
事
業
は
、
厳

し
い
財
政
状
況
の
中
で
は
あ

り
ま
す
が
、
新
規
・
継
続
事

業
を
実
施
す
る
こ
と
と
い
た

し
て
お
り
ま
す
。

　

第
一
に
、
一
次
産
業
は
ナ

マ
コ
や
サ
ー
モ
ン
養
殖
、
い

ま
べ
つ
牛
の
販
売
促
進
そ
し

て
ま
た
、
ほ
場
整
備
の
事
業

の
継
続
で
あ
り
ま
す
。

　

次
に
、
教
育
分
野
に
お
い

て
は
、
小
中
学
校
修
学
旅
行

費
の
全
額
補
助
の
実
施
、
そ

し
て
ま
た
今
別
中
学
校
へ
町

費
負
担
の
教
員
の
配
置
な
ど
、

教
育
環
境
の
整
備
、
充
実
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

な
お
、
給
食
セ
ン
タ
ー
を

西
田
地
区
に
移
転
し
、
今
別

小
学
校
敷
地
内
に
今
年
度
建

設
と
な
り
ま
す
。

　

福
祉
医
療
に
つ
い
て
も
コ

ロ
ナ
対
策
に
し
っ
か
り
と
対

応
し
、
高
齢
者
の
健
康
促
進

を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

水
道
料
金
の
22
％
の
値
下

げ
を
し
、
町
民
の
負
担
を
少

し
で
も
軽
減
す
る
よ
う
に
い

た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
入
札
等
の
透
明
・

公
正
を
図
る
た
め
、
先
般
、

入
札
監
視
委
員
会
を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
ま
し
た
。

再
質
問
【
成
田
議
員
】

　

中
学
校
の
教
師
問
題
が
挙

げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ

の
点
に
対
し
て
、
も
う
少
し

詳
し
く
教
育
長
か
ら
説
明
を

お
願
い
し
ま
す
。

答
弁
【
教
育
長
】

　

今
年
度
、
今
別
中
学
校
の

学
級
数
で
す
が
、
各
学
年
１

学
級
、
通
常
学
級
が
合
計
３

学
級
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か

ら
特
別
支
援
学
級
が
２
学
級
、

合
計
５
学
級
で
、
今
、
今
別

中
学
校
が
動
い
て
お
り
ま
す
。

　

県
が
定
め
る
学
級
編
制
基

準
に
よ
り
、
教
職
員
の
配
置

は
、
校
長
が
１
名
、
そ
れ
か

ら
教
頭
を
含
む
教
員
が
10
名
、

養
護
教
諭
が
１
名
、
事
務
職

員
が
１
名
と
、
現
在
、
今
別

中
学
校
は
合
計
13
名
の
教
職

員
と
い
う
数
で
行
っ
て
お
り

ま
す
。

　

来
年
度
、
生
徒
数
が
減
少

す
る
こ
と
と
、
特
別
支
援
学

級
が
２
学
級
な
く
な
る
こ
と

で
、
中
学
校
の
１
、２
学
年

が
複
式
学
級
と
な
っ
て
、
３

学
年
が
１
学
級
と
い
う
こ
と

で
、
合
計
２
学
級
に
な
り
ま

す
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
教
職
員

の
配
置
が
、
校
長
が
１
名
、

そ
れ
か
ら
教
頭
を
含
む
教
員

が
５
名
、
そ
れ
か
ら
養
護
教

諭
が
１
名
と
な
り
、
合
計
７

名
に
な
り
ま
す
。
今
年
度
よ

り
来
年
度
は
教
職
員
が
一
気

に
６
名
減
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
教
職
員
が
一
気

に
６
名
減
と
な
る
こ
と
は
、

学
校
運
営
を
行
う
上
で
と
て

も
厳
し
い
こ
と
か
ら
、
町
費

負
担
の
教
員
を
配
置
し
、
悪

影
響
を
最
小
限
に
と
ど
め
、

学
習
環
境
の
充
実
に
努
め
て

い
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
考

え
て
お
り
ま
す
。

答
弁
【
総
務
企
画
課
長
】

２
．
今
別
町
の
少
子
化
対
策

に
つ
い
て

①
今
別
町
の
少
子
化
対
策
に

つ
い
て
伺
う
。

１�

．
町
長
の
公
約
実
現
に
向

け
て
、
令
和
５
年
度
の
主

な
事
業
内
容
に
つ
い
て

①�
公
約
実
現
に
向
け
、
ど
の

よ
う
な
取
組
を
考
え
て
い

る
の
か
伺
う
。

２�

．
今
別
町
の
少
子
化
対
策

に
つ
い
て

①�

今
別
町
の
少
子
化
対
策
に

つ
い
て
伺
う
。

成
田　

精
市�

議
員
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現
在
、
今
別
町
で
は
移

住
・
定
住
施
策
に
取
り
組
ん

で
お
り
、
そ
の
中
に
は
移
住

後
の
働
き
方
へ
の
支
援
と
し

て
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
活
動

支
援
や
新
し
い
働
き
方
支
援
、

子
育
て
支
援
と
し
て
、
18
歳

ま
で
の
医
療
費
無
料
、
保
育

料
・
学
校
給
食
費
の
無
償
化

や
出
産
祝
金
、
令
和
５
年
度

か
ら
は
、
小
学
校
か
ら
高
校

ま
で
の
入
学
祝
金
や
小
中
学

校
修
学
旅
行
費
へ
の
補
助
等

を
手
厚
く
実
施
し
ま
す
。
こ

れ
ら
の
移
住
・
定
住
の
促
進

が
図
ら
れ
る
こ
と
で
、
今
別

町
に
お
け
る
少
子
化
対
策
に

つ
な
が
る
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。

答
弁
【
総
務
企
画
課
長
】

１
．
公
文
書
流
出
に
つ
い
て

①
そ
の
後
の
警
察
と
の
聞
き

取
り
に
つ
い
て
伺
う
。

　

外
ケ
浜
警
察
署
か
ら
は
捜

査
に
関
す
る
こ
と
な
の
で
回

答
を
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
く

と
の
こ
と
で
し
た
。

再
質
問
【
小
倉
議
員
】　

　

問
題
は
、
適
正
に
管
理
さ

れ
て
い
る
文
書
が
な
ぜ
家
宅

捜
査
に
入
る
前
に
警
察
の
取

調
べ
に
使
用
さ
れ
た
か
と
い

う
こ
と
で
す
。

答
弁
【
町
長
】

　

町
の
ほ
う
で
は
、
文
書
の

流
出
と
い
う
こ
と
は
１
件
も

見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

再
質
問
【
小
倉
議
員
】　

　

私
は
、
安
易
な
気
持
ち
で

こ
の
質
問
を
し
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
確
か
な

る
確
信
を
持
っ
て
質
問
し
て

い
ま
す
。
も
し
１
％
で
も
そ

の
可
能
性
が
あ
る
な
ら
ば
調

査
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

答
弁
【
町
長
】

　

疑
問
の
あ
る
も
の
で
あ
れ

ば
警
察
に
行
く
し
か
な
い
と

思
い
ま
す
。

答
弁
【
町
長
】

２
．
前
教
育
長
へ
の
発
言
に

つ
い
て

①
謝
罪
文
は
提
示
し
た
の
か
。

　

私
と
相
手
の
こ
と
で
あ
り
、

詳
細
に
つ
い
て
は
回
答
を
控

え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

再
質
問
【
小
倉
議
員
】

　

私
が
調
べ
た
と
こ
ろ
、
昨

年
10
月
13
日
に
、
東
奥
日
報

の
記
事
に
確
か
に
謝
罪
文
を

送
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

誰
が
誰
に
送
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

答
弁
【
町
長
】

　

和
解
の
中
で
お
互
い
に
取

り
交
わ
し
て
お
り
ま
す
。

再
質
問
【
小
倉
議
員
】

　

弁
護
士
同
士
で
こ
れ
は
取

り
交
わ
し
て
い
る
の
で
す
か
。

答
弁
【
町
長
】

　

弁
護
士
が
代
理
人
と
し
て

交
渉
し
、
両
者
の
意
見
を
聞

い
て
和
解
し
て
お
り
ま
す
。

答
弁
【
町
長
】

②
町
長
と
し
て
の
責
任
は
ど

の
よ
う
に
と
る
の
か
。

　

も
ろ
も
ろ
の
政
策
を
執
行

す
る
、
こ
れ
が
私
の
責
務
と

思
っ
て
、
そ
の
責
任
を
果
た

す
と
い
う
考
え
で
あ
り
ま
す
。

再
質
問
【
小
倉
議
員
】

　

町
長
は
12
月
議
会
で
阿
部

義
治
個
人
と
し
て
和
解
し
た

と
答
弁
し
ま
し
た
。
そ
れ
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

答
弁
【
町
長
】

　

阿
部
義
治
個
人
で
な
く
て

阿
部
町
長
と
し
て
、
今
答
弁

し
て
お
り
ま
す
。

再
質
問
【
小
倉
議
員
】

　

パ
ワ
ハ
ラ
は
罪
で
す
よ
ね
。

答
弁
【
町
長
】

　

私
は
今
、
自
分
が
や
っ
た

こ
と
を
反
省
し
、
新
年
度
に

向
け
て
頑
張
っ
て
い
る
状
況

で
す
。
全
力
で
町
政
の
た
め

に
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

答
弁
【
町
民
福
祉
課
長
】

３
．
新
年
度
に
向
け
て
の
物

価
高
騰
に
よ
る
支
援
に
つ
い

て①
高
齢
者
世
帯
、
ひ
と
り
親

世
帯
、
子
育
て
世
帯
に
対
し

て
の
町
単
独
の
支
援
は
あ
る

１
．
公
文
書
流
出
に
つ
い
て

①�

そ
の
後
の
警
察
と
の
聞
き

取
り
に
つ
い
て
伺
う
。

２�
．
前
教
育
長
へ
の
発
言
に

つ
い
て

①
謝
罪
文
は
提
示
し
た
の
か
。

②�

町
長
と
し
て
の
責
任
は
ど

の
よ
う
に
と
る
の
か
。

３�

．
新
年
度
に
向
け
て
の
物

価
高
騰
に
よ
る
支
援
に
つ

い
て

①�

高
齢
者
世
帯
、
ひ
と
り
親

世
帯
、
子
育
て
世
帯
に
対

し
て
の
町
単
独
の
支
援
は

あ
る
の
か
。

②�

生
鮮
食
品
生
産
者
に
対
し

て
の
支
援
は
あ
る
の
か
。

４�

．
会
計
年
度
の
任
用
職
員

の
募
集
に
つ
い
て

①�

採
用
人
員
の
削
減
・
勤
務

時
間
短
縮
の
理
由
は
？

小
倉　

潤
二�

議
員
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の
か
。

　

現
時
点
で
具
体
的
な
支
援

は
決
ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、

令
和
３
年
度
、
令
和
４
年
度

に
お
い
て
、
低
所
得
者
世
帯

及
び
ひ
と
り
親
世
帯
、
子
育

て
世
帯
に
対
し
、
国
、
県
の

補
助
金
を
活
用
し
な
が
ら
給

付
金
等
の
支
援
を
行
っ
て
ま

い
り
ま
し
た
。
令
和
５
年
度

に
お
い
て
も
、
物
価
の
状
況
、

社
会
情
勢
を
注
視
し
、
必
要

に
応
じ
て
各
種
支
援
を
検
討

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
新
た
に
子
育
て
世

帯
へ
の
支
援
拡
充
と
し
て
、

小
中
高
等
学
校
の
入
学
祝
金

を
今
定
例
会
に
提
案
し
、
予

算
計
上
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
も
、
高
齢
者
対
策
、

子
育
て
支
援
の
充
実
を
図
っ

て
ま
い
り
ま
す
。

再
質
問
【
小
倉
議
員
】

　

予
定
し
て
い
る
事
業
等
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
新
年
度
い

つ
頃
に
な
る
の
か
。

答
弁
【
町
民
福
祉
課
長
】

　

今
後
の
ま
た
物
価
の
状
況
、

国
、
県
の
動
向
を
踏
ま
え
ま

し
て
、
町
と
し
て
の
支
援
を

検
討
し
て
い
き
た
い
と
い
う

ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

答
弁
【
産
業
建
設
課
長
】

②
生
鮮
食
品
生
産
者
に
対
し

て
の
支
援
は
あ
る
の
か
。

　

令
和
４
年
度
は
奥
津
軽
い

の
し
し
牧
場
に
対
し
、
物
価

高
騰
支
援
と
し
て
飼
料
購
入

費
に
係
る
助
成
を
行
い
ま
し

た
が
、
令
和
５
年
度
の
支
援

に
つ
い
て
は
現
時
点
で
予
定

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

新
年
度
も
社
会
情
勢
を
注

視
し
、
必
要
に
応
じ
て
各
種

支
援
対
策
を
検
討
し
て
ま
い

り
ま
す
。

再
質
問
【
小
倉
議
員
】

　

イ
ノ
シ
シ
の
肉
は
町
の
特

産
品
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

と
同
時
に
、
イ
ベ
ン
ト
等
で

県
内
外
に
出
展
し
て
お
り
、

町
に
多
大
な
貢
献
を
し
て
き

た
と
私
は
認
識
し
て
い
ま
す
。

牧
場
は
町
内
に
あ
る
こ
と
か

ら
、
助
成
の
対
象
に
し
て
も

い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ま
す
が
。

答
弁
【
産
業
建
設
課
長
】

　

い
の
し
し
牧
場
以
外
に
も
、

苦
し
い
畜
産
農
家
に
対
し
て

同
様
の
補
助
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。
来
年
度
に
関
し
て
も
、

社
会
情
勢
等
を
踏
ま
え
て
検

討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

答
弁
【
総
務
企
画
課
長
】

４
．
会
計
年
度
の
任
用
職
員

の
募
集
に
つ
い
て

①
採
用
人
員
の
削
減
・
勤
務

時
間
短
縮
の
理
由
は
？

　

第
五
次
今
別
町
定
員
適
正

化
計
画
で
は
、
今
後
の
事
務

遂
行
上
、
必
要
最
小
限
と
す

る
職
員
数
を
踏
ま
え
、
令
和

８
年
４
月
１
日
で
の
職
員
数

を
現
在
の
63
名
か
ら
54
名
の

純
減
を
数
値
目
標
と
し
て
設

定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
定
年
退
職
と

再
任
用
職
員
、
年
齢
構
成
の

バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
な
が
ら

の
新
規
採
用
や
、
ま
た
事
務

補
助
員
と
し
て
会
計
年
度
任

用
職
員
を
採
用
し
て
き
た
と

こ
ろ
で
す
が
、
来
年
度
か
ら

始
ま
る
定
年
退
職
の
延
長
や

今
後
の
定
年
退
職
が
ほ
ぼ
発

生
し
な
い
年
度
が
当
面
続
く

こ
と
か
ら
、
定
員
管
理
の
適

正
化
を
図
る
上
で
、
会
計
年

度
任
用
職
員
の
採
用
人
数
を

見
直
し
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。

　

次
に
、
勤
務
時
間
の
短
縮

に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、

採
用
人
数
の
見
直
し
同
様
、

現
状
を
踏
ま
え
、
町
と
し
て

必
要
と
す
る
勤
務
時
間
で
募

集
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

再
質
問
【
小
倉
議
員
】

　

こ
の
厳
し
い
現
状
の
中
、

こ
れ
ま
で
町
の
仕
事
に
従
事

し
て
い
た
人
の
生
活
水
準
が

こ
の
ま
ま
で
は
保
た
れ
な
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

答
弁
【
総
務
企
画
課
長
】

　

会
計
年
度
任
用
職
員
で
す

が
、
１
年
更
新
で
す
。
継
続

雇
用
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

今
回
も
そ
れ
を
了
承
の
上
で
、

皆
さ
ん
応
募
し
て
き
て
い
る

と
こ
ち
ら
で
は
認
識
し
て
お

り
ま
す
。

再
質
問
【
小
倉
議
員
】

　

現
在
、
町
の
人
口
は
右
肩

下
が
り
に
減
っ
て
い
ま
す
。

募
集
人
員
の
削
減
、
賃
金
の

減
少
は
人
口
減
少
に
拍
車
を

か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん

か
。答弁

【
町
長
】

　

人
件
費
の
削
減
を
や
っ
て

い
か
な
い
と
、
こ
れ
か
ら
厳

し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ

う
い
う
こ
と
も
踏
ま
え
て
、

総
務
企
画
課
長
等
と
も
相
談

し
な
が
ら
、
部
署
に
よ
っ
て

短
時
間
労
働
の
部
分
も
あ
り

ま
す
。
ご
理
解
を
お
願
い
し

ま
す
。
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◆�

議
案
第
１
号　

専
決
第
18

号

　

令
和
４
年
度
今
別
町
一
般

会
計
補
正
予
算
が
承
認
さ
れ

ま
し
た
。

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
５
１
，

９
４
８
千
円
を
追
加
し
、
歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
，
８
６
９
，

９
０
３
千
円
と
し
ま
し
た
。

◆�

議
案
第
２
号　

専
決
第
19

号

　

令
和
４
年
度
今
別
町
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
事
業
勘

定
補
正
予
算
が
承
認
さ
れ
ま

し
た
。

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
１
４
，

９
３
９
千
円
と
し
ま
し
た
。

◆�

議
案
第
３
号　

専
決
第
20

号

　

令
和
４
年
度
今
別
町
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
診
療
施

設
勘
定
補
正
予
算
が
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

そ
れ
ぞ
れ
歳
入
歳
出
２
７
０

千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
１
３
６
，
０
７
４
千

円
と
し
ま
し
た
。

◆�

議
案
第
４
号　

専
決
第
１

号

　

令
和
４
年
度
今
別
町
一
般

会
計
補
正
予
算
が
承
認
さ
れ

ま
し
た
。

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
５
，
０

３
５
千
円
を
追
加
し
、
歳
入

歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
３
，
８
７
４
，

９
３
８
千
円
と
し
ま
し
た
。

◆�

議
案
第
５
号　

専
決
第
２

号

　

令
和
４
年
度
今
別
町
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
診
療
施

設
勘
定
補
正
予
算
が
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
５
１
８

千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
１
３
６
，
５
９
２
千

円
と
し
ま
し
た
。

◆�

議
案
第
６
号　

専
決
第
３

号

　

令
和
４
年
度
今
別
地
区
簡

易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か

ら
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
，

９
５
０
千
円
を
減
額
し
、
歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
９
４
，
６

８
９
千
円
と
し
ま
し
た
。

◆
議
案
第
７
号

　

今
別
町
個
人
情
報
保
護
法

施
行
条
例
の
制
定
が
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

【
提
案
理
由
】

　

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を

図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
３

年
法
律
第
37
号
）
に
よ
る
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
（
平
成
15
年
法
律
第
57

号
）
の
一
部
改
正
に
よ
り
、

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

規
律
が
同
法
に
一
元
化
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
同
法
の
施

行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
た
め
提
案
す
る
も
の
で

す
。

◆
議
案
第
８
号

　

今
別
町
情
報
公
開
・
個
人

情
報
保
護
審
査
会
条
例
の
制

定
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

【
提
案
理
由
】

　

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
（
平
成
15
年
法
律
第

57
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

今
別
町
情
報
公
開
・
個
人
情

報
保
護
審
再
開
を
設
置
し
、

必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め

提
案
す
る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
９
号

　

今
別
町
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

【
提
案
理
由
】

　

今
別
町
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
た
め
提
案
す
る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
10
号

　

今
別
町
子
ど
も
・
子
育
て

会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

【
提
案
理
由
】

　

子
ど
も
子
育
て
支
援
法
の

令
和
５
年　

第
４
８
１
回

　
�

３
月
議
会
定
例
会

　

今
別
町
議
会
定
例
会
が
３
月
３
日
～
３
月
８
日
ま
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

提
案
さ
れ
た
承
認
６
件
と
可
決
21
件
、
議
員
提
出
議
案

１
件
は
、
満
場
一
致
で
承
認
・
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
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一
部
改
正
に
伴
い
、
今
別
町

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
の
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
た
め

提
案
す
る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
11
号

　

今
別
町
特
定
教
育
・
保
育

施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育

事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
が
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

【
提
案
理
由
】

　

学
校
教
育
法
及
び
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
今
別
町
特
定

教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定

地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
た
め
提

案
す
る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
12
号

　

今
別
町
立
小
学
校
及
び
中

学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
が
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

【
提
案
理
由
】

　

今
別
小
学
校
の
移
転
に
伴

い
、
今
別
町
立
小
学
校
及
び

中
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
た
め
提
案
す
る
も

の
で
す
。

◆
議
案
第
13
号

　

今
別
町
国
民
健
康
保
険
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

【
提
案
理
由
】

　

健
康
保
険
法
施
行
令
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
今
別
町
国

民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
た
め
提
案
す
る
も

の
で
す
。

◆
議
案
第
14
号

　

今
別
地
区
簡
易
水
道
事
業

給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

【
提
案
理
由
】

　

住
民
負
担
の
軽
減
を
図
る

た
め
、
基
本
料
金
の
引
き
下

げ
を
提
案
す
る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
15
号

　

令
和
４
年
度
今
別
町
一
般

会
計
補
正
予
算
が
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か

ら
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
４
，

１
５
６
千
円
を
減
額
し
、
歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
，
８
６
０
，

７
８
２
千
円
と
し
ま
し
た
。

◆
議
案
第
16
号

　

令
和
４
年
度
今
別
町
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
事
業
勘

定
補
正
予
算
が
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か

ら
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
０
，

５
７
１
千
円
を
減
額
し
、
歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
９
４
，
３

６
８
千
円
と
し
ま
し
た
。

◆
議
案
第
17
号

　

令
和
４
年
度
今
別
町
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
診
療
施

設
勘
定
補
正
予
算
が
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
３
６
，

５
９
２
千
円
と
し
ま
し
た
。

◆
議
案
第
18
号

　

令
和
４
年
度
今
別
町
後
期

高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正

予
算
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か

ら
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
８

２
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
６
０
，
５
０
５
千

円
と
し
ま
し
た
。

◆
議
案
第
19
号

　

令
和
４
年
度
今
別
町
介
護

保
険
特
別
会
計
保
険
事
業
勘

定
補
正
予
算
が
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
５
７
９
，

７
８
９
千
円
と
し
ま
し
た
。
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◆
議
案
第
21
号

　

令
和
５
年
度
今
別
町
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
事
業
勘

定
予
算
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

【
第
１
条
】

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
９
６
，

３
７
３
千
円
と
定
め
る
。

【
第
２
条
】

　

地
方
自
治
法
第
２
３
５
条

の
３
第
２
項
の
規
定
に
よ
る

一
時
借
入
金
の
借
入
の
最
高

額
は
、
３
０
，
０
０
０
千
円

と
定
め
る
。

【
第
３
条
】

　

地
方
自
治
法
第
２
２
０
条

第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
、
歳
出
予
算
の
各
項
の

経
費
の
金
額
を
流
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の

と
お
り
と
定
め
る
。

⑴
各
項
に
計
上
し
た
給
料
、

職
員
手
当
及
び
共
済
費
（
賃

金
に
係
る
共
済
費
を
除
く
。）

に
係
る
予
算
額
に
過
不
足
を

生
じ
た
場
合
に
お
け
る
款
内

で
の
こ
れ
ら
の
経
費
の
各
項

の
間
の
流
用
。

◆議案第20号
　令和５年度今別町一般会計予算が可決されました。

２　主な歳出 （単位：千円）

款 項 計

議 会 費 議 会 費 36,444

総 務 費 総 務 管 理 費 406,545

民 生 費 社 会 福 祉 費 482,036

衛 生 費 保 険 衛 生 費 144,430

労 働 費 労 働 諸 費 12

農林水産業費 農 業 費 105,953

商 工 費 商 工 費 100,398

土 木 費 住 宅 費 181,326

消 防 費 消 防 費 209,035

教 育 費 保 健 体 育 費 470,736

災 害 復 旧 費 災 害 復 旧 費 3,018

公 債 費 公 債 費 369,379

諸 支 出 金 基 金 費 32,910

予 備 費 予 備 費 5,000

歳　出　合　計 3,206,220

１　主な歳入 （単位：千円）

款 項 金　額

町 税 固 定 資 産 税 305,359

地 方 譲 与 税 自動車重量譲与税 12,994

利 子 割 交 付 金 利 子 割 交 付 金 138

配 当 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 219

株式等譲渡所得割交付金 株式等譲渡所得割交付金 300

地方消費税交付金 地方消費税交付金 71,455

環境性能割交付金 環境性能割交付金 1,317

地 方 特 例 交 付 金 地 方 特 例 交 付 金 446

地 方 交 付 税 地 方 交 付 税 1,377,000

交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金 1

分担金及び負担金 負 担 金 1

使用料及び手数料 使 用 料 12,540

国 庫 支 出 金 国 庫 補 助 金 214,087

県 支 出 金 県 負 担 金 83,056

財 産 収 入 財 産 運 用 収 入 5,571

寄 附 金 寄 附 金 14,000

繰 入 金 基 金 繰 入 金 384,046

繰 越 金 繰 越 金 1

諸 収 入 貸 付 金 元 利 収 入 2,364

町 債 町 債 419,839

歳　入　合　計 3,206,220
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⑵
保
険
給
付
費
の
各
項
に
計

上
さ
れ
た
予
算
額
に
過
不
足

を
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
款

内
で
の
こ
れ
か
ら
の
経
費
の

各
項
の
間
の
流
用
。

◆
議
案
第
22
号

　

令
和
５
年
度
今
別
町
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
診
療
施

設
勘
定
予
算

【
第
１
条
】

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
０
８
，

１
２
９
千
円
と
定
め
る
。

【
第
２
条
】

　

地
方
自
治
法
第
２
２
０
条

第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
、
歳
出
予
算
の
各
項
の

経
費
の
金
額
を
流
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の

と
お
り
と
定
め
る
。

⑴
今
別
診
療
所
費
の
各
項
に

計
上
し
た
給
料
、
職
員
手
当

及
び
共
済
費
（
賃
金
に
係
る

共
済
費
を
除
く
。）
に
係
る

予
算
額
に
過
不
足
を
生
じ
た

場
合
に
お
け
る
款
内
で
の
こ

れ
ら
の
経
費
の
各
項
の
間
の

流
用
。

◆
議
案
第
23
号

　

令
和
５
年
度
今
別
町
後
期

高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

【
第
１
条
】

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
５
６
，

６
２
１
千
円
と
定
め
る
。

【
第
２
条
】

　

地
方
自
治
法
第
２
２
０
条

第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
、
歳
出
予
算
の
各
項
の

経
費
の
金
額
を
流
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の

と
お
り
と
定
め
る
。

⑴
総
務
費
の
各
項
に
計
上
し

た
給
料
、
職
員
手
当
及
び
共

済
費
（
賃
金
に
係
る
共
済
費

を
除
く
。）
に
係
る
予
算
額

に
過
不
足
を
生
じ
た
場
合
に

お
け
る
款
内
で
の
こ
れ
ら
の

経
費
の
各
項
の
間
の
流
用
。

◆
議
案
第
24
号

　

令
和
５
年
度
今
別
町
介
護

保
険
特
別
会
計
保
険
事
業
勘

定
予
算

【
第
１
条
】

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
５
５
９
，

８
８
３
千
円
と
定
め
る
。

【
第
２
条
】

　

地
方
自
治
法
第
２
２
０
条

第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
、
歳
出
予
算
の
各
項
の

経
費
の
金
額
を
流
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の

と
お
り
と
定
め
る
。

⑴
総
務
費
の
各
項
に
計
上
し

た
給
料
、
職
員
手
当
及
び
共

済
費
（
賃
金
に
係
る
共
済
費

を
除
く
。）
に
係
る
予
算
額

に
過
不
足
を
生
じ
た
場
合
に

お
け
る
款
内
で
の
こ
れ
ら
の

経
費
の
各
項
の
間
の
流
用
。

◆
議
案
第
25
号

　

令
和
５
年
度
今
別
地
区
簡

易
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算

【
第
１
条
】

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
４

９
，
５
５
２
千
円
と
定
め
る
。

（
一
時
借
入
金
）

【
第
２
条
】

　

地
方
自
治
法
第
２
３
５
条

の
３
第
２
項
の
規
定
に
よ
る

一
時
借
入
金
の
借
入
の
最
高

額
は
、
３
０
，
０
０
０
千
円

と
定
め
る
。（
歳
出
予
算
の

流
用
）

【
第
３
条
】

　

地
方
自
治
法
第
２
２
０
条

第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
、
歳
出
予
算
の
各
項
の

経
費
の
金
額
を
流
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の

と
お
り
と
定
め
る
。

⑴
水
道
事
業
費
に
計
上
し
た

給
料
、
職
員
手
当
及
び
共
済

費
（
賃
金
に
係
る
共
済
費
を

除
く
。）
に
係
る
予
算
額
に

過
不
足
を
生
じ
た
場
合
に
お

け
る
款
内
で
の
こ
れ
ら
の
経

費
の
各
項
の
間
の
流
用
。

第 215 号 2023（令和５）年５月　（10）い ま べ つ 議 会 だ よ り



◆
議
案
第
27
号

　

青
森
県
市
町
村
総
合
事
務

組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共

団
体
の
数
の
増
加
及
び
青
森

県
市
町
村
総
合
事
務
組
合

規
約
の
変
更
に
つ
い
て

【
提
案
理
由
】

　

令
和
５
年
６
月
１
日
か
ら

構
成
団
体
に
八
戸
市
を
加
入

さ
せ
る
こ
と
な
ら
び
に
共
同

処
理
す
る
事
務
の
う
ち
市
町

村
税
等
の
滞
納
整
理
に
関
す

る
事
務
に
八
戸
市
及
び
十
和

田
市
を
加
え
る
こ
と
か
ら
、

青
森
県
市
町
村
総
合
事
務
組

合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団

体
の
増
加
及
び
青
森
県
市
町

村
総
合
事
務
組
合
規
約
の
変

更
に
つ
い
て
関
係
地
方
公
共

団
体
と
協
議
す
る
必
要
が
生

じ
た
の
で
、
地
方
自
治
法
第

２
８
６
条
第
１
項
及
び
同
法

第
２
９
０
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
議
会
の
議
決
を
要
す
る

も
の
で
す
。

◇
議
員
提
出
議
案

◆
議
案
１
号

　

今
別
町
議
会
の
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
条
例
は
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

【
提
案
理
由
】

　

個
人
情
報
の
保
護
法
改
正

に
よ
り
、
原
則
と
し
て
議
会

は
適
用
除
外
に
な
っ
た
た
め
、

議
会
の
事
務
の
適
正
か
つ
円

滑
な
運
営
を
図
り
つ
つ
、
個

人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
議
会
独

自
の
個
人
情
報
保
護
条
例
を

制
定
す
る
と
と
も
に
、
罰
則

規
定
を
設
け
る
た
め
提
案
す

る
も
の
で
す
。

◆議案第26号
　道路の占用を制限する区域の指定について
【提案理由】
　道路の占用を制限する区域を指定するため提案するものです。
１．占用を制限する道路名及び区域

整理番号 路　線　名 起　　　　　点
終　　　　　点

１－３ 浜名中宇田１号線 今別町大字浜名１番地１
今別町大字浜名字今別山国有林107林班れ小班れ

１－16 浜名スキー場線 今別町大字浜名字今別山国有林107林班れ小班れ
今別町大字浜名字今別山国有林107林班れ小班れ

79 津軽今別駅線 今別町大字大川平字清川105番地２
今別町大字大川平字清川126番地１

２．制限の対象とする占用物件
　�　新たに地上に設ける電柱（占用の制限の開始の期日前に占用を認められた電柱の更新又は移
設によるものを除く。）ただし、電柱を地上に設けることにやむを得ない事情があり、当該道
路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
３．占用を制限する理由
　�　緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に於ける被害の拡大を防止
するため。
４．占用の制限の開始の期日
　　令和５年４月１日

（11）　第 215 号 2023（令和５）年５月い ま べ つ 議 会 だ よ り



議
会
広
報
委
員
会

委 

員 

長
：
本
間　

闘
士

副
委
員
長
：
福
士
和
比
古

委　
　

員
：
小
倉　

潤
二

編

集

後

記

　

葛
飾
北
斎
に
学
ぶ
。

　

江
戸
時
代
を
代
表
す
る
浮
世
絵
師
。

「
富
嶽
三
十
六
景
、
千
絵
の
海
、
富

嶽
百
景
」
等
、
世
界
が
認
め
た
代
表

作
品
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。

日
本
人
の
み
な
ら
ず
世
界
の
芸
術
界

に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
九
十
歳

で
没
し
た
と
き
に
残
し
た
「
あ
と
十

年
生
き
た
い
、
あ
と
五
年
生
き
れ
れ

ば
本
物
の
絵
師
に
な
れ
た
も
の
を
」

と
悔
い
た
言
葉
が
心
に
残
る
。

　

壮
絶
な
生
き
様
の
な
か
、
本
物
を

求
め
抜
い
た
北
斎
の
姿
に
「
泥
中
の

蓮
華
」
を
思
う
。

　

町
民
の
幸
せ
を
願
い
求
め
る
姿
も

ま
た
、
同
じ
で
な
け
れ
ば
と
思
う
。

 

　

議
会
広
報
副
委
員
長　
　
　

 

　

福
士
和
比
古　

１
月

　

６
日　
　

東
津
軽
郡
事
務
局
長
会
議

　

12
日　
　

議
会
広
報
委
員
会

　

13
日　
　

青
森
県
町
村
議
会
議
長
会
理
事
会

　

18
日　
　

東
津
軽
郡
町
村
議
会
役
員
会
、
事
務
局
長
会
議

　

20
日　
　

例
月
出
納
検
査

　

30
日　
　

東
津
軽
郡
町
村
議
会
議
長
会
役
員
事
務
局
長
会
議

２
月

　

７
日　
　

産
業
建
設
常
任
委
員
会

　

９
日　
　

行
政
説
明
会

　

20
日　
　

例
月
出
納
検
査

　

22
日　
　

東
津
軽
郡
町
村
議
会
議
長
会
臨
時
総
会

　

22
日　
　

国
保
運
営
協
議
会

　

27
日　
　

第
73
回
県
議
会
定
期
総
会

　

28
日　
　

議
会
運
営
委
員
会

３
月

　

３
日
～
８
日　

 

第
４
８
１
回
今
別
町
議
会
定
例
会

　

３
日　
　

今
別
小
学
校
新
校
舎
視
察

　

12
日　
　

第
２
青
函
ト
ン
ネ
ル
構
想
の
早
期
実
現
を
目
指
す

　
　
　
　
　

特
別
講
演
会

　

22
日　
　

例
月
出
納
検
査

議　

会　

の　

動　

き　
５
年
１
月
１
日
～
５
年
３
月
31
日

議会を傍聴しませんか
　町の働きを知る良い機会です。多くの方が町政に関心を持ち、議会を傍聴することが議会活性
化の一つです。皆さんの傍聴をお待ちしています。
　※傍聴される方へお願い
　�　本会議中の録音、写真撮影は今別町議会傍聴人規則第９条により禁止されています。ご協力
の程よろしくお願いします。
� （詳しくは議会事務局まで）
� 電話 0174－35－2001

お詫びと訂正
２月発行（№214）
P11．下から４行目
（誤）
　　竜飛今別漁港
　　　　↓
（正）
　　竜飛今別漁協

今別小学校調理室 今別小学校体育館今別小学校図書室
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